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前回（平成 17 年度）の耐震診断時と比べ、大きな劣化は見られないが、  

ＩＳ値 0.6 に満たないため、ＩＳ値 0.6 以上を目標とした耐震補強工事が必要。 

 

  

Y 方向 
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2)  南別館の耐震診断 

( 1 )  平成 18 年 11 月 17 日～平成 19 年 3 月 30 日に実施分 

耐震診断により、以下の診断結果が示された。  
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すべての階のＸＹ方向はＩＳ値 0.6 を上回っていたので、拠点庁舎や避難施

設としての活用想定されないため、耐震補強工事は行わない。 
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5  新庁舎整備の規模 
新庁舎の必要規模（建物延床面積）について、国土交通省基準（新営一般庁

舎面積算出基準総務省地方債庁舎算定基準）を基本に、以下に算出する。 

国土交通省基準は、各府省の営繕事務の合理化・効率化のために定められた

基準であり、職員数をもとに事務室や附属施設（会議室、倉庫等）の面積を算

出するものである。 

既存公共施設の活用を図りつつ新庁舎への配置が想定される職員数をもとに、

総務省地方債庁舎算定基準も加味し検討すると、事務室や附属施設（会議室、

倉庫、議会関連諸室、機械・電機室、通行空間等）の面積は、次頁表のように

約 7,800 ㎡と想定される。 

これに含まれていない市民サービス付帯機能、防災機能、福利厚生等のため

の面積を加算すると、必要規模は約 9,000 ㎡と想定することが可能である。 
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＜本市の庁舎標準面積の算出（国土交通省基準を基本に一部改良した案）＞ 

  

換算率

① 事務室

特別職・三役 4 人 18.0 72.0 人 261.4 ㎡

部長次長級 24 人 9.0 216.0 人 784.1 ㎡

課長級 35 人 5.0 175.0 人 635.3 ㎡

課長補佐 54 人 2.0 108.0 人 392.0 ㎡

係長級 93 人 1.8 167.4 人 607.7 ㎡

一般職員 163 人 1.0 163.0 人 591.7 ㎡

小計（職員数） 373 人 901 人 3,272.2 ㎡

② 会議室 150.8 ㎡

③ 倉庫 425.4 ㎡

④ 議会関係諸室 24 840.0 ㎡

⑤ 便所・洗面所 119.4 ㎡

4,807.7 ㎡

⑥ 機械室 831.0 ㎡

⑦ 電機室 131.0 ㎡

⑧ 自家発電室 29.0 ㎡

991.0 ㎡

⑨ 玄関、廊下など 2,029.6 ㎡

7,828.3 ㎡

⑩ その他（防災機能等） 1,174.2 ㎡

9,002.6 ㎡

（上記合計）×15%

合計

小計１の面積が5,000以上10,000未満（冷暖房）

小計１の面積が5,000以上10,000未満（高圧受電）

小計１の面積が5,000以上10,000未満

小計２

（小計１＋小計２）×35%

上記合計

事務室面積×13％

（総務省基準を準用：職員定数 名×35㎡）

職員数×0.32㎡/人

小計１

（注）
１．新庁舎内想定職員数は、令和元年10/1現在の職員数（臨時嘱託を除く）に基づき想定したもの。
２．事務室の基準面積は、基準面積3.3㎡の1割増しを想定。また、課長補佐の換算率は総務省基準を準用。
３．標準面積の値は、小数点第２位を四捨五入。

3.63 ㎡

3,272.2 ㎡

職員100人当たり40㎡、10人増すことに4㎡×1.1

区分 職員数
換算

職員数
基準
面積

標準面積
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6  ＩＣＴ機能 
1)  新庁舎整備時のＩＣＴ機能に関する留意事項 

「近江八幡市システム最適化およびＩＣＴ推進ビジョン（令和元年 12 月）」

より、システム最適化ビジョンおよびＩＣＴ推進ビジョンに関して、新庁舎整

備に特に関連し、設計に際し留意する必要事項を以下に抜粋する。 

新庁舎整備に係るＩＣＴ機能については、「近江八幡市システム最適化およ

びＩＣＴ推進ビジョン」を踏まえ、ネットワークおよびシステムの最適化をめ

ざすとともに、「近江八幡市第一次総合計画」に基づくまちづくりを推進して

いく中で、国が進めるスマート自治体実現との整合性を図りつつ、ＩＣＴ技術

の活用・導入等により情報化の推進をめざす。 

( 1 )  ネットワークおよびシステムの最適化 

新庁舎および各出先機関のネットワーク（基幹系・情報系・個別）と業務

系システムの最適化を図る。  

( 2 )  必要なＩＣＴインフラ等の整備 

新庁舎への移行を見据え、今後必要なＩＣＴインフラの整備の準備を行い

ます。なお、新庁舎整備までの過渡期では既存インフラ等の活用を極力図り

つつ、現段階での投資が無駄にならないもの、もしくは円滑に移管が可能な

ものについては必要に応じ順次着手していく。 

・庁舎内電算室の導入（免震床を検討） 

・自家発電装置の導入 

・待合中の市民や観光来庁者向けおよび職員の情報収集用に本庁舎全体で

のＷｉ-Ｆｉスポットの改善・整備 

( 3 )  市民の利便性向上や業務効率の向上等に向けたＩＣＴ関連の取組み 

ＩＣＴの活用により、市民の利便性向上や業務効率化につなげるような取

組みを推進する。 

・ＡＩ、ＩｏＴの技術を活用した市民サービスの提供 

・市民へのＩＣＴ・デジタル化に関する理解と啓発（情報弱者対応など） 

・市が保有するオープンデータの公開・活用の促進 

・ＲＰＡ、ＡＩ等の導入による定型的業務の効率化 

・モバイル端末の導入（Ｗｅｂ（遠隔）会議・ペーパーレス会議の導入、

外部業務での活用など） 

・電子決裁・公文書等データ保存管理の導入検討 

( 4 )  情報セキュリティ対策 

情報機器やシステム、個人情報その他の情報を守る適切な安全対策と危機

管理体制を講じていく。  
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2)  システムの最適化ビジョン 

( 1 )  新庁舎整備に必要な施設・設備要件 

電算室、印刷・作業室・準備室、ＥＰＳ（Electric Pipe Space）等につ

いて、設置場所、面積、床耐荷重、電源容量、非常用設備、セキュリティ設備

の要件整備を行う。 

 

( 2 )  新庁舎整備までの過渡期の対応 

現行のネットワーク機器やネットワーク回線、共通基盤や各業務システムの

ハードウェアやソフトウェアの利用や更新についての方向性を定める。  
 

3)  ＩＣＴ推進ビジョン 
新庁舎への移行を見据えた今後必要なＩＣＴインフラの整備を以下に示す。 

( 1 )  災害時等におけるＩＣＴ業務継続のための措置 

大規模災害発生時でも情報システムが停止することなく業務継続が可能とな

るよう、現在未整備の自家発電装置を導入し、あわせて庁内電源の改修等を行

う。  

( 2 )  庁内Ｗｉ-Ｆ ｉ環境の改善・整備 

待合中の市民や観光来庁者向けおよび職員の情報収集用に本庁舎全体での 

Ｗｉ -Ｆｉスポットの改善・整備を行う。また庁内ネットワークにおいても一

部Ｗｉ -Ｆｉ環境を整備し、ペーパーレス会議等のオフィス改革にかかる多様

な業務執行形態への対応が図れるとともに、災害発生時には防災対策本部での

活用も可能となる。  

( 3 )  新庁舎と現庁舎に必要なＩＣＴインフラの洗い出し  

今後のＩＣＴ推進に関しては新庁舎における本格導入を前提とし、新庁舎で

必要なＩＣＴインフラや、現庁舎での安定稼働に試行を含め順次拡大する必要

があるもの、導入や投資が妥当であるものを洗い出しながら進めていく。 
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7  駐⾞・駐輪機能の規模設定 
1)  ⼀般的な庁舎計画事例からの来庁者⽤駐⾞台数の想定 

一般的な庁舎計画での駐車台数の算出に使用する「建築計画・設計シリーズ

庁舎施設」（市ヶ谷出版社）にある「市・区・町役場の窓口事務施設の調査」

および「最大滞留量の近似的算定方法」により算定し、参考台数とする。 

この方法は人口に対する自動車を利用する想定来庁者数と庁舎における平均

滞留時間から最大滞留量（必要駐車台数）を求める。 

この方法に基づく新庁舎周辺における来庁者の駐車台数は、現在の人口から

算出すると 111 台となり、2060 年の市の目標人口から算出すると、95 台とな

る。概ね 100 台と想定される。 

 

( 1 )  現在の人口で算出 

計画所轄人口（現状）：82,137 人（2019 年 11 月 30 日現在） 

対象部門の来庁者率：窓口部門 0.9%、窓口部門以外 0.6% 

「市・区・町役場の窓口事務施設の調査」より 

自動車保有率：2.0 人/台 

平成 29 年度 乗用車普通 12,488 台、軽自動車 29,359 台 

近畿運輸局滋賀運輸支局税務課 

滞留率：窓口部門 10％、窓口部門以外 30％ 

「最大滞留量の近似的算定法」より 

ａ 集中率α（60 分間集中率）＝30％ 

ｂ 窓口部門の平均滞留時間Ｔ1＝20 分 

（窓口で 15 分、駐車場との往復 5 分） 

ｃ 窓口部門以外の平均滞留時間Ｔ2＝60 分 

（一般駐車場でのデータより） 

ｄ ａおよびｂより窓口部門の滞留率は集中率 30％×20 分/60 分 

＝10％ 

ｅ ａおよびｃより窓口部門以外の滞留率は集中率 30％×60 分/60 分 

＝30％ 

◆算定方法 

「建築計画・設計シリーズ 庁舎施設」（市ヶ谷出版社）  
・「市・区・町役場の窓口事務施設の調査」  
・「最大滞留量の近似的算定方法」  

来庁者必要台数＝①窓口部門の最大滞留量＋②窓口部門以外の最大滞留量  
最大滞留量は＝（（計画所轄人口×対象部門の来庁者率）÷自動車保有率）  

×滞留率  
◆現状の人口で算出 

①  窓口部門の最大滞留量 
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＝（（82,137×0.9％）÷2.0 人/台）×10％≒37.0 台 

②  窓口部門以外の最大滞留量 

＝（（82,137×0.6％）÷2.0 人/台）×30％≒74.0 台 

来庁者必要台数＝①窓口部門の最大滞留量＋②窓口部門以外の最大滞留量 

≒111 台 

 

( 2 )  将来の想定人口で算出 

計画所轄人口（将来）：70,000 人（2060 年 市が目標とする人口） 

対象部門の来庁者率：窓口部門 0.9%、窓口部門以外 0.6% 

「市・区・町役場の窓口事務施設の調査」より 

自動車保有率：2.0 人/台 

平成 29 年度 乗用車普通 12,488 台、軽自動車 29,359 台 

近畿運輸局滋賀運輸支局税務課 

滞留率：窓口部門 10％、窓口部門以外 30％ 

「最大滞留量の近似的算定法」より 

ａ 集中率α（60 分間集中率）＝30％ 

ｂ 窓口部門の平均滞留時間Ｔ1＝20 分 

（窓口で 15 分、駐車場との往復 5 分） 

ｃ 窓口部門以外の平均滞留時間Ｔ2＝60 分 

（一般駐車場でのデータより） 

ｄ ａおよびｂより窓口部門の滞留率は集中率 30％×20 分/60 分 

＝10％ 

ｅ ａおよびｃより窓口部門以外の滞留率は集中率 30％×60 分/60 分 

＝30％ 

◆算定方法 

「建築計画・設計シリーズ 庁舎施設」（市ヶ谷出版社）  
・「市・区・町役場の窓口事務施設の調査」  
・「最大滞留量の近似的算定方法」  

来庁者必要台数＝①窓口部門の最大滞留量＋②窓口部門以外の最大滞留量  
最大滞留量は＝（（計画所轄人口×対象部門の来庁者率）÷自動車保有率）  

×滞留率  
◆将来の想定人口で算出 

①  窓口部門の最大滞留量 

＝（（70,000×0.9％）÷2.0 人/台）×10％≒32.0 台 

②  窓口部門以外の最大滞留量 

＝（（70,000×0.6％）÷2.0 人/台）×30％≒63.0 台 

2060 年の来庁者必要想定台数＝①窓口部門の最大滞留量＋②窓口部門以

外の最大滞留量≒95 台  
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2)  駐輪場台数設定の想定 

( 1 )  現状の駐輪台数の確認 

庁舎に関係する現状の台数は、分散した施設の駐輪台数を合わせると 117 台

程度である。 

( 2 )  過年度検討での駐輪台数の設定 

a )  基本構想での設定 

対象とする自転車は、来客用とし、台数の設定は、①現状の台数、②類似都

市の平均台数の 2 つのケースを比較し検討している。 

ケース別の駐車場台数は以下のとおり。【基本構想時のデータ引用】  

基本構想策定時に、水道事業所、ひまわり館での駐輪台数が不足している状

況と、低炭素のまちづくりの推進による自転車利用促進の 2 点より、類似都市

の平均程度の駐輪台数を確保するものとし、130 台と設定している。 

 

b )  前基本計画での設定 

基本構想を踏襲し、130 台として設定している。 
 

c )  本基本計画での設定 

基本構想および前基本計画を踏襲しつつ、130 台として設定する。 

 

ケース 台数（台） 

①  分散した施設を統合した現状の駐輪台数  117 

②  類似都市の平均  126 
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8  事業⼿法 
新庁舎の事業手法の候補として想定される「従来型方式（設計・施工を分

離・分割発注）」と、「ＤＢＯ方式」「基本設計先行型ＤＢ方式」「ＰＦＩ -
ＢＴ方式」「ＥＣＩ方式」について、各手法の概要や特徴・課題を下表に示す。  

事業手法 手法の概要 特徴や課題 

従来方式 
（設計・施工の分

離・分割発注） 

公 共 事 業 に お け る 従 来 型

の 一 般 的 手 法 で あ り 、 基

本 設 計 ・ 実 施 設 計 、 施

工 ・ 工 事 監 理 を 分 離 ・ 分

割 し て 民 間 事 業 者 へ 発 注

する手法。 

・ 設 計 者 、 施 工 者 を そ れ ぞ れ 別 に 発 注 す る 方

式。 

・発注者の意向は各段階において事業に反映し

やすい。 

・仕様書発注のため施工段階での民間のノウハ

ウ の 活 用 が 限 定 的 で 事 業 費 の 削 減 効 果 は 低

い。 

・業務毎に発注を行うことから、発注方法によ

っては事業期間が長引く可能性がある。 

ＤＢＯ方式 

施設の設計（ Desig n ）、

施工（Build）および維持

管 理 （ Opera t e ） を 一 括

し て 民 間 事 業 者 （ 設 計 企

業 、 建 設 企 業 、 維 持 管 理

起 業 の Ｊ Ｖ 等 ） へ 発 注 す

る手法。 

・ 設 計 段 階 か ら 民 間 の ノ ウ ハ ウ を 反 映 し や す

く、維持管理を見通した設計・建設が図られ

ることから、維持管理面も含めた事業費の削

減効果が期待される。 

・一括発注による工期短縮が期待されるが、要

求水準の検討や提案内容の審査等に時間を要

する。 

・要求水準に左右されることから発注後の意向

反映が難しい。維持管理期間は長期契約とな

り、発注者の意向による柔軟な契約変更は行

いにくくなる。 

基 本 設 計 先 行

型ＤＢ方式 

基 本 設 計 は 単 独 で 設 計 企

業 に 発 注 し 、 実 施 設 計

（ Desig n ） お よ び 施 工

（Build）を一括して民間

事 業 者 （ 設 計 企 業 と 建 設

企 業 の Ｊ Ｖ 等 ） へ 発 注 す

る手法。 

・実施設計段階から民間のノウハウを反映しや

すく事業費の削減効果が高い。 

・要求水準の検討や提案内容の審査等に時間を

要するが、実施設計段階と並行して施工計画

の検討を行うことが可能であり、事業完了ま

での工程が最も短い。 

・実施設計以降は要求水準に左右されることか

ら発注後の意向反映が難しいが、基本設計段

階で実施設計以降の仕様に発注者の意向反映

は可能である。 

ＰＦＩ -ＢＴ方

式 

Ｐ Ｆ Ｉ 法 に 基 づ く 方 式 で

あ り 、 基 本 ・ 実 施 設 計

（ Desig n ）、施工および

工事監理（Build）を一括

し て 性 能 発 注 し 、 施 設 整

備 後 に 所 有 権 を 市 に 移 転

（Trans f e r）する手法。 

・設計段階から民間のノウハウを反映しやすく

事業費の削減効果が高い。 

・基本設計から行うことから、要求水準に記載

されていない事項は、発注後の意向反映が難

しい。 

・要求水準やリスク分担など事業者選定に時間

がかかり、事業完了までの工程が長くなる。 

ＥＣＩ方式 
（Ea r l y  

C o n t r a c t o r  

I n v o l v e m e n t） 

設 計 段 階 か ら 建 設 企 業 が

別 途 契 約 に よ り 設 計 業 務

の 技 術 協 力 （ ア ド バ イ

ス ） を 行 う 方 式 で あ り 、

技 術 協 力 実 施 期 間 中 に 施

工 の 数 量 ・ 仕 様 を 確 定 し

た 上 で 、 当 該 建 設 企 業 と

価 格 交 渉 を 行 い 合 意 に 至

れ ば 施 工 を 発 注 す る 手

法。 

・設計段階から施工業社が関わることにより、

民間のノウハウが反映しやすくなるため、事

業費縮減に期待が持てるが、施工業者の競争

性がないことから、事業費の縮減効果は未知

数である。 

・業務毎に発注を行うため事業者の募集・選定

に時間がかかる。 

・また、設計者の意図と施工業者の意見が異な

る場合などは、発注者側の調整が必要。 
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9  財源 
財源に関しては、合併推進債を基本とするが、新庁舎建設に際し導入する機

能に応じて、活用が可能な補助金を積極的に活用する。  
下表に活用が可能と考えられる補助金の例を示す。   

担

当  

省

庁  

補 助 金 及

び 財 政 措

置 名  

種 別  対 象 者  対 象 事 業  制 度 概 要  参 考  

総

務

省  

市 町 村 合

併 推 進 債  

合 併 新 法

に お け る

財 政 措 置  

合 併 後 の

市 町 村  

構 想 に 基 づ き 合 併 し

た 市 町 村 が 合 併 市 町

村 基 本 計 画 に 基 づ き 実

施 す る 国 の 補 助 事 業 又

は 地 方 単 独 事 業  

事 業 計 画 に 基 づ く 事 業 に

つ い て は 合 併 推 進 債 を 充 当

し 、 そ の 充 当 率 は 9 0 ％  

ま た 、 そ の 元 利 償 還 金 の

4 0 ％ に 相 当 す る 額 に つ い て

は 、 後 年 度 、 普 通 交 付 税 の  

基 準 財 政 需 要 額 に 算 入  

平 成 3 0 年

4 月 2 5 日  

通 知 よ り  

環

境

省  

地 域 の 防

災 ・ 減 災

と 低 炭 素

化 を 同 時

実 現 す る

自 立 ・ 分

散 型 エ ネ

ル ギ ー 設

備 等 導 入

推 進 事 業  

再 生 エ ネ

ル ギ ー 設

備 の 導 入

に 関 す る

補 助 金 の

交 付  

地 方 公 共

団 体  

地 域 防 災 計 画 又 は

地 方 公 共 団 体 と の 協 定

に よ り 災 害 時 に 避 難 施

設 等 と し て 位 置 づ け ら

れ た 公 共 施 設 又 は 民

間 施 設 へ の 設 備 等 の

導 入 事 業  

公 共 施 設 （ 避 難 施 設 、 防 災

拠 点 等 ） に 防 災 ・ 減 災 に 資 す

る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 設 備 、

未 利 用 エ ネ ル ギ ー 活 用 設 備

及 び コ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シ ス

テ ム 並 び に そ れ ら の 附 帯 設

備 （ 蓄 電 池 、 自 営 線 等 ） 等 を

導 入 す る 事 業  

民 間 施 設 （ 避 難 施 設 、 物 資

供 給 拠 点 等 ） に 防 災 ・ 減 災 に

資 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー

設 備 、 未 利 用 エ ネ ル ギ ー 活

用 設 備 、 コ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン

シ ス テ ム 及 び 蓄 電 池 等 を 導

入 す る 事 業  

補 助 率 1 / 2 、 2 / 3 、 3 / 4  

令 和 2 年 度

環 境 省 予 算

案 よ り  

環

境

省  

業 務 用 施

設 等 に お

け る ネ ッ

ト ・ ゼ ロ ・

エ ネ ル ギ

ー ・ ビ ル

（ Ｚ Ｅ Ｂ ）

化 ・ 省  

Ｃ Ｏ 2 促 進

事 業  

業 務 用 施

設 の Ｚ Ｅ Ｂ

化 に 資 す

る 高 効 率

設 備 等 の

導 入 を 支

援 す る 補

助 金 の 交

付  

建 築 物 を

新 築 す る

地 方 公 共

団 体  

Ｚ Ｅ Ｂ 実 現 に 向 け た

先 進 的 省 エ ネ ル ギ ー 建

築 物 実 証 事 業 （ 経 済 産

業 省 連 携 ）  

Ｚ Ｅ Ｂ に 資 す る シ ス テ

ム ・ 設 備 機 器 等 の 導 入  

Ｚ Ｅ Ｂ （ Ｃ Ｌ Ｔ 等 の 新

た な 木 質 部 材 に つ い て

優 先 採 択 枠 を 設 け る  

先 進 的 な 業 務 用 施 設 等

( Z E B ( ネ ッ ト ・ ゼ ロ ・ エ ネ ル ギ

ー ・ ビ ル ) ) の 実 現 と 普 及 拡 大

を 目 指 す  

将 来 の 新 築 建 築 物 の 平 均

に お け る Ｚ Ｅ Ｂ 化 （ 2 0 3 0 年 ）

を 促 し 、 将 来 の 業 務 そ の 他 部

門 の Ｃ Ｏ 2 削 減 目 標 達 成 に 貢

献  

補 助 率  Z E B 2 / 3 、  

N e a r l ｙ  Z E B 1 / 2 、  

Z E B  R e a d y 1 / 3  

令 和 2 年 度

環 境 省 予 算

案 よ り  

 

 

総

務

省  

公 衆 無 線

Ｌ Ａ Ｎ 環

境 整 備 支

援 事 業  

防 災 拠 点

及 び 公 的

拠 点 に お

け る 公 衆

無 線 Ｌ Ａ Ｎ

（ Ｗ ｉ - Ｆ ｉ ）

環 境 の 整

備 を 行 う 費

用 の 一 部

を 賄 う 補 助  

財 政 力 指

数 が 0 . 8

以 下 （ 3 ヶ

年 平 均 ）

の 市 町 村  

最 大 収 容 者 数 や 利

用 者 数 が 一 定 以 下 の

防 災 拠 点 ： 避 難 所 ・ 避

難 場 所 （ 学 校 、 市 民 セ

ン タ ー 、 公 民 館 等 ） 、 官

公 署  

無 線 ア ク セ ス 装 置 、

制 御 装 置 、 電 源 設 備 、

伝 送 路 設 備 等 を 整 備

す る 場 合 に 必 要 な 費 用

等  

防 災 の 観 点 か ら 、 防 災 拠

点 （ 避 難 所 ・ 避 難 場 所 、 官 公

署 ） 及 び 被 災 場 所 と し て 想 定

さ れ 災 害 対 応 の 強 化 が 望 ま

れ る 公 的 拠 点 （ 博 物 館 、 文 化

財 、 自 然 公 園 等 ） に お け る 公

衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ （ Ｗ ｉ - Ｆ ｉ ） 環 境

の 整 備 を 行 う 地 方 公 共 団 体

等 に 対 し 、 そ の 費 用 の 一 部 を

補 助  

補 助 率 1 / 2  

令 和 2 年 2

月 1 4 日 報

道 資 料 よ り  
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10  他庁舎の新築建設費 
近年の新庁舎の基本計画・基本設計・実施設計時の新築建物における建設費

の比較を以下に示す。（金額は税込み価格）  
 

庁舎名 年月 階数 規模 建設費 建設単価 備考 

米原市新庁舎 
基本計 画  

平成 29 年 6 月 
5F  10 , 000 ㎡ 39 . 5 億円 39 . 5 万円/㎡ 耐震構造 

八幡市新庁舎 
基本計 画  

平成 30 年 3 月  
6F  11 , 500 ㎡ 

42～45  

億円 

36 . 5～39 . 1

万円/㎡ 
免震構造 

青森県平川市 

新市庁舎 

基本設 計  

平成 30 年 5 月 
4F  7 , 4 00 ㎡ 35 . 6 億円 48 . 1 万円/㎡ 免震構造 

守山市新庁舎 
基本計 画  

平成 31 年 3 月  
5F  13 , 500 ㎡ 59 . 4 億円 44 . 0 万円/㎡ 耐震構造 

和泉市新庁舎 
実施設 計  

令和元 年 9 月 
7F  12 , 500 ㎡ 

59～61  

億円 

47 . 2～48 . 8

万円/㎡ 
免震構造 

人吉市新庁舎 
実施設 計  

令和元 年 1 0 月  
5F  8 , 8 00 ㎡ 37 億円 42 . 0 万円/㎡ 免震構造 
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11  事業スケジュール 
以下の事業スケジュールを基本に、令和 5 年度の新庁舎完成をめざすものと

する。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

新庁舎

現本庁舎

（2019年） （2020年） （2021年） （2022年） （2023年） （2024年）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本計画 基本設計 実施設計・施工 供用開始

機能移転
基本設計発注準備 施工業者選定

申請

（新築面積 9,000㎡）

継続供用

耐震設計

解体工事

庁舎前広場工事

耐震補強工事




